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２０００．８．１１（４）

障
害
の
あ
る
児
童
の
た
め
の

就

学

相

談

来
年
４
月
に
小
学
校
へ
入
学
す

る
児
童
で
、
何
ら
か
の
障
害
や
発

達
の
遅
れ
の
あ
る
お
子
さ
ん
の
た

め
の
就
学
相
談
の
申
し
込
み
を
受

け
付
け
ま
す
。

こ
の
相
談
は
、
町
田
市
就
学
相

談
委
員
会
に
よ
る
相
談
会
（
９
月

に
実
施
予
定
）
を
通
し
て
、
児
童

の
就
学
に
つ
い
て
保
護
者
の
方
と

と
も
に
考
え
て
い
く
も
の
で
す
。

相
談
申
し
込
み
の
受
け
付
け
は

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。
直
接
会

場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

な
お
、
都
合
の
悪
い
方
は
、
８

月
１８
日
（
金
）
ま
で
に
電
話
に
て

ご
連
絡
下
さ
い
。

○
受
付
期
日

８
月
２８
日
（
月
）

○
時
間

午
前
９
時
〜
１１
時
３０

分
、
午
後
１
時
３０
分
〜
４
時

○
会
場

森
野
分
庁
舎
４
階
会
議

室※
愛
の
手
帳
、
身
体
障
害
者
手
帳

の
あ
る
方
は
お
持
ち
下
さ
い
。
お

子
さ
ん
は
同
伴
さ
れ
な
く
て
結
構

で
す
。

※
中
学
校
進
学
に
つ
い
て
の
相
談

申
し
込
み
は
、
各
小
学
校
を
通
し

て
行
い
ま
す
。

�問
指
導
課
就
学
相
談
係
�
７
２
４

・
２
１
８
０

９
月
１
日
か
ら
変
わ
り
ま
す

�障
心
身
障
害
者

医
療
費
助
成
制
度

所
得
制
限
の
額
、
一
部
負
担
の

額
（
�
右
下
表
１
・
２
）
が
変
更

に
な
り
ま
す
。

６５
歳
以
上
で
新
た
に
障
害
者
に

な
っ
た
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
平
成
１２
年
１
月
２
日

以
降
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、
１
月

１
日
現
在
の
住
所
地
の
所
得
証
明

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
早

め
に
所
得
証
明
書
を
提
出
し
て
下

さ
い
。

有
効
期
限
の
過
ぎ
た
医
療
証
は

障
害
福
祉
課
へ
お
返
し
下
さ
い
。

�問
障
害
福
祉
課
�
７
２
４
・
２
１

４
８

忠
生
公
園
夜
の
自
然
観
察
会

カ
ラ
ス
ウ
リ
の

花
・
夜

の

虫

カ
ラ
ス
ウ
リ
は
夜
、
白
い
レ
ー

ス
模
様
の
花
が
咲
き
ま
す
。ま
た
、

柳
の
樹
液
に
は
ク
ワ
ガ
タ
な
ど
が

き
ま
す
。
直
接
会
場
へ
お
い
で
下

さ
い
。

○
日
時

８
月
１９
日
（
土
）
午
後

６
時
３０
分
〜
８
時
３０
分
（
雨
天
中

止
）

○
集
合
場
所

忠
生
公
園
自
然
観

察
セ
ン
タ
ー

○
持
ち
物

懐
中
電
灯

○
交
通

町
田
バ
ス
セ
ン
タ
ー
３

番
乗
り
場
か
ら
「
小
山
田
桜
台
」

行
き
か
「
下
山
崎
」
行
き
バ
ス
で

「
忠
生
公
園
前
」
下
車

�問
忠
生
公
園
自
然
観
察
セ
ン
タ
ー

�
７
９
２
・
１
３
２
６

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

出

店

説

明

会

初
め
て
の
方
を
対
象
に
フ
リ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
の
出
店
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。
参
加
者
は
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
が
東
急
横
広
場
で
行
う

９
・
１０
・
１１
月
の
フ
リ
ー
マ
ー
ケ

ッ
ト
に
出
店
で
き
ま
す
。

○
日
時

８
月
２６
日
（
土
）
午
前

１０
時
〜
１１
時
３０
分

○
会
場

町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

４
階

○
定
員

４０
人
（
申
し
込
み
順
）

○
申
し
込
み

電
話
で
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー
（
�
７
２
５
・
８
８
０

５
）
へ
。

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

要
約
筆
記
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
講
習
会

要
約
筆
記
と
は
、
耳
が
聞
こ
え

な
い
、
聞
こ
え
に
く
い
方
に
話
し

言
葉
を
そ
の
場
で
文
字
に
し
て
伝

え
る
も
の
で
す
。
例
え
ば
、
講
演

会
や
会
議
、
集
会
、
各
種
講
座
な

ど
で
行
い
ま
す
。

○
対
象

市
内
在
住
、
在
勤
、
在

学
の
方
で
、
講
座
終
了
後
、
要
約

筆
記
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
活
動

で
き
る
、
全
回
出
席
で
き
る
方

○
期
日

９
月
１８
日
〜
２
０
０
１

年
３
月
５
日
の
毎
週
月
曜
日
（
祝

日
、１２
月
２５
日
を
除
く
。全
２０
回
）

○
時
間

午
前
１０
時
〜
正
午

○
会
場

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
セ
ン

タ
ー
講
習
室

○
定
員

２０
人
（
抽
選
）

○
費
用

テ
キ
ス
ト
代
等
実
費

○
申
し
込
み

往
復
ハ
ガ
キ
に
住

所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
電
話

番
号
・
年
齢
・
職
業
（
在
勤
、
在

学
の
方
は
所
在
地
も
）・
応
募
の

動
機
を
書
き
、８
月
１８
日
ま
で（
消

印
有
効
）
に
町
田
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

セ
ン
タ
ー
「
要
約
筆
記
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
講
習
会
」（
〒
１９４
―
０
０
１

３
、
原
町
田
４
―
９
―
８
、
町
田

市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
４
階
、
�
７
２

５
・
４
４
６
５
）
へ
。

菜
種
油
し
ぼ
り
実
演

野
津
田
町
の
七
国
山
地
区
で
栽

培
し
て
い
る
菜
種
か
ら
、
昔
な
が

ら
の
方
法
で
菜
種
油
を
し
ぼ
り
ま

す
。
ぜ
ひ
お
出
か
け
下
さ
い
。

な
お
当
日
は
、菜
種
油（
５
０
０

�
入
り
）を
１
本
８
０
０
円
で
、午

前
９
時
３０
分
か
ら
販
売
し
ま
す
。

今
回
は
５５
本
の
販
売
予
定
で
す
。

○
期
日

８
月
１９
日
（
土
）

○
時
間

午
前
１０
時
〜
午
後
２
時

○
交
通

小
田
急
線
町
田
駅
北
口

Ｐ
Ｏ
Ｐ
ビ
ル
先
２１
番
乗
り
場
か

ら
、
本
町
田
経
由「
野
津
田
車
庫
」

行
き
、
ま
た
は
「
鶴
川
駅
」
行
き

バ
ス
で
「
薬
師
ヶ
丘
」
下
車
、
徒

歩
１０
分
。

※
車
で
お
越
し
の
方
は
、
薬
師
池

駐
車
場
に
駐
車
願
い
ま
す
。

�問
ふ
る
さ
と
農
具
館
�
７
３
６
・

８
３
８
０

●
郵
便
局
ア
ル
バ
イ
ト
募
集

年
末
年
始
の
繁
忙
期
に
郵
便
物

の
配
達
、
区
分
け
な
ど
を
し
て
い

た
だ
き
ま
す
／
対
象
�
高
校
生
、

大
学
生
等
／
申
し
込
み
�
８
月
２２

日
（
火
）、
２３
日
（
水
）
の
午
後

１
時
〜
５
時
ま
で
の
間
、
町
田
郵

便
局
で
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
の

で
、
直
接
、
会
場
へ
お
い
で
下
さ

い
／
�問
町
田
郵
便
局
�
７
２
２
・

２
２
５
０

●
８
月
は
個
人
事
業
税
第
１
期
分

の
納
期
で
す

８
月
は
個
人
事
業
税
第
１
期
分

の
納
期
で
す
。
お
近
く
の
金
融
機

関
、
郵
便
局
、
ま
た
は
、
都
税
事

務
所
で
８
月
３１
日
（
木
）
ま
で
に

納
め
て
下
さ
い
。
な
お
、
こ
の
税

金
は
便
利
な
口
座
振
替
納
税
が
利

用
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用

下
さ
い
。
詳
細
は
都
税
事
務
所
個

人
事
業
税
係
ま
た
は
相
談
コ
ー
ナ

ー
で
お
た
ず
ね
下
さ
い
／
�問
町
田

都
税
事
務
所
�
７
２
８
・
５
１
１

１●
公
庫
住
宅
ロ
ー
ン
返
済
が
困
難

な
方
の
返
済
相
談

住
宅
金
融
公
庫
で
は
、
公
庫
住

宅
ロ
ー
ン
の
返
済
が
困
難
な
方
々

に
つ
い
て
、
返
済
方
法
の
変
更
な

ど
の
返
済
相
談
を
行
な
っ
て
い
ま

す
。
返
済
に
不
安
を
感
じ
て
い
る

方
は
早
め
に
公
庫
支
店
ま
た
は
取

り
扱
い
の
金
融
機
関
の
主
要
店
舗

の
「
住
宅
ロ
ー
ン
返
済
相
談
所
」

で
ご
相
談
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
返
済
相
談
の
結
果
を
踏

ま
え
、
勤
務
先
の
倒
産
な
ど
に
よ

り
返
済
が
困
難
と
な
っ
て
い
る
方

で
、
一
定
の
要
件
に
当
て
は
ま
る

方
に
つ
い
て
、
返
済
期
間
の
最
長

１０
年
間
延
長
、
３
年
間
の
元
金
据

置
期
間
の
設
定
及
び
据
置
期
間
中

の
金
利
引
き
下
げ
を
行
な
い
ま

す
。こ
の
救
済
期
間
は
、期
限
が
平

成
１３
年
３
月
３１
日
ま
で
と
な
っ
て

い
ま
す
／
�問
住
宅
金
融
公
庫
東
京

支
店
�
０３
・
５
２
６
１
・
５
９
１
５

●
「
悩
み
ご
と
相
談
室
」
開
設

国
際
ソ
ロ
プ
チ
ミ
ス
ト
町
田
と

国
際
ソ
ロ
プ
チ
ミ
ス
ト
町
田
―
さ

つ
き
で
は
、
男
女
平
等
参
画
社
会

の
実
現
を
め
ざ
し
、「
家
庭
内
暴

力
（
Ｄ
Ｖ
）
撲
滅
」
の
た
め
の
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、
家
庭

内
暴
力
の
被
害
者
や
人
権
侵
害
を

受
け
て
い
る
方
を
対
象
と
し
た

「
悩
み
ご
と
相
談
室
」
を
開
設
し

て
い
ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
利
用

下
さ
い
／
相
談
日
時
�
毎
月
第
２

木
曜
日
及
び
第
３
火
曜
日
の
午
前

１０
時
〜
正
午
／
会
場
�
町
田
市
民

フ
ォ
ー
ラ
ム
学
習
室
ほ
か
／
申
し

込
み
�
電
話
で
芳
村
セ
ミ
ナ
ー

（
�
７
２
６
・
０
０
０
８
）
へ
／

原
則
と
し
て
予
約
制
。
た
だ
し
、

緊
急
の
場
合
は
応
じ
ま
す
。

●
町
田
簡
易
裁
判
所
か
ら
の
お
知

ら
せ
「
特
定
調
停
手
続
き
に
つ
い

て
」新

た
に
設
け
ら
れ
た
特
定
調
停

手
続
き
は
、
債
務
者
の
経
済
的
な

立
ち
直
り
を
図
る
た
め
に
、
裁
判

所
の
調
停
手
続
き
に
よ
っ
て
、
債

権
者
と
の
間
で
返
済
方
法
の
調
整

を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
こ

れ
は
、
基
本
的
に
は
通
常
の
民
事

調
停
手
続
き
の
一
類
型
と
い
え
ま

す
が
、
債
権
者
に
資
料
の
提
出
を

促
す
た
め
の
特
例
や
執
行
停
止
要

件
の
緩
和
な
ど
の
規
定
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
申
し

立
て
の
際
に
は
、
特
定
調
停
手
続

き
を
行
な
う
こ
と
を
求
め
る
旨
の

申
述
べ
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す

し
、
ま
た
、
特
定
債
務
者
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
な
ど

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
さ
ら
に
、
申
立
人
が
事
業
者

で
あ
れ
ば
、
関
係
権
利
者
と
の
交

渉
の
経
過
や
希
望
す
る
調
停
条
項

の
概
要
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
裁
判
所
で
は
、
特
定

調
停
手
続
き
の
利
用
者
の
た
め

に
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
定
型
の
申

立
書
等
を
用
意
し
て
い
ま
す
／
�問

町
田
簡
易
裁
判
所
�
７
２
７
・
５

０
１
１

●
「
住
宅
性
能
表
示
制
度
」
講
習

会
４
月
か
ら
「
住
宅
の
品
質
確
保

の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
」
が
施

工
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
で
創

設
さ
れ
た「
住
宅
性
能
表
示
制
度
」

の
普
及
の
た
め
の
講
習
会
で
す
／

対
象
�
大
工
・
工
務
店
の
中
小
住

宅
生
産
者
等
／
日
時
・
会
場
�
８

月
２２
日
午
後
２
時
か
ら
…
都
民
ホ

ー
ル
（
都
議
会
棟
１
階
）
▽
８
月

２５
日
午
後
７
時
か
ら
…
町
田
市
民

ホ
ー
ル
／
定
員
�
８
月
２２
日
…
２

０
０
人
▽
２５
日
…
７０
人
（
い
ず
れ

も
申
し
込
み
順
）
／
詳
細
は
東
京

都
住
宅
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http
:

w
w

w
.jutaku

.m
etro

.

tokyo
.jp

/

）
で
も
ご
覧
に
な
れ

ま
す
／
申
し
込
み
�
所
定
の
申
込

用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
申
し

込
み
を
／
�問
東
京
都
住
宅
品
質
確

保
促
進
協
議
会
�
０３
・
５
３
２
１

・
１
１
１
１
内
線
３８
―
２
４
５（
東

京
都
住
宅
局
住
宅
計
画
課
内
）

●
暮
ら
し
と
事
業
の
よ
ろ
ず
相
談

会
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
税
理
士
、

社
会
保
険
労
務
士
、
弁
理
士
、
公

認
会
計
士
、
土
地
家
屋
調
査
士
、

不
動
産
鑑
定
士
が
共
同
で
暮
ら
し

や
事
業
に
関
す
る
相
談
を
無
料
で

行
い
ま
す
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
厳

守
し
ま
す
／
日
時
�
９
月
３０
日

（
土
）
午
前
１０
時
〜
午
後
４
時
／

会
場
�
司
法
書
士
会
館
（
新
宿
区

本
塩
町
９
―
３
）
／
申
し
込
み
�

９
月
２９
日
の
午
前
９
時
３０
分
〜
午

後
５
時
３０
分
の
間
に
相
談
予
約
電

話
番
号
（
�
０３
・
３
３
５
６
・
６

１
３
１
）
へ
。
な
お
、
聴
力
の
不

自
由
な
方
は
直
接
、
会
場
へ
お
い

で
下
さ
い
（
手
話
通
訳
あ
り
）
／

�問
東
京
土
地
家
屋
調
査
士
会
�
０３

・
３
５
７
３
・
０
５
８
７

●
夏
休
み
親
子
郵
便
局
見
学
会

日
時
�
８
月
２１
日
（
月
）
午
前

１０
時
か
ら
／
会
場
�
町
田
郵
便
局

／
申
し
込
み
�
電
話
で
町
田
郵
便

局
郵
便
課
（
�
７
２
２
・
２
２
５

１
）
へ
／
人
数
に
制
限
が
あ
り
ま

す
の
で
、
お
早
め
に
申
し
込
み
下

さ
い
。

●
ビ
ジ
ネ
ス
・
キ
ャ
リ
ア
制
度
終

了
認
定
試
験

資
格
�
実
務
経
験
が
初
級
は
３

年
、
中
級
は
５
年
ま
た
は
認
定
教

育
訓
練
受
講
終
了
者
分
野
「
営
業

・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」「
人
事
・

労
務
・
能
力
開
発
」「
経
理
・
財

務
」「
法
務
・
総
務
」「
物
流
管
理
」

「
広
報
・
広
告
」「
情
報
・
事
務

管
理
」「
生
産
管
理
」「
国
際
業
務
」

「
経
営
企
画
」
／
試
験
日
�
１０
月

７
日
、
８
日
／
試
験
会
場
�
村
田

簿
記
学
校
（
千
代
田
区
神
田
神
保

町
）
／
申
し
込
み
�
８
月
２５
日
ま

で
に
郵
送
で
東
京
都
職
業
能
力
開

発
協
会
（
〒
１０２
―
０
０
７
２
、
千

代
田
区
飯
田
橋
３
―
１０
―
３
、
�

０３
・
５
２
１
１
・
２
３
５
２
）へ
。

●
い
き
い
き
ら
い
ふ
フ
ェ
ス
タ
２

０
０
０

中
高
年
者
の
生
き
が
い
関
連
の

企
業
や
関
係
団
体
に
よ
る
出
展
、

中
高
年
者
の
サ
ー
ク
ル
の
舞
台
発

表
や
展
示
発
表
な
ど
を
行
い
ま

す
。
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い

／
日
時
�
９
月
８
日
（
金
）、
９

日
（
土
）
の
午
前
１０
時
〜
午
後
４

時
／
会
場
�
セ
ン
ト
ラ
ル
プ
ラ
ザ

ビ
ル
２
階
、
６
階
（
新
宿
区
神
楽

河
岸
１
―
１
）
／
�問
（
財
）
東
京

都
地
域
福
祉
財
団
東
京
い
き
い
き

ら
い
ふ
推
進
セ
ン
タ
ー
�
０３
・
３

２
３
５
・
１
１
６
７

●
東
京
都
多
摩
労
働
カ
レ
ッ
ジ

労
働
法
、
労
働
経
済
、
労
使
関

係
、
人
事
管
理
の
各
分
野
に
つ
い

て
の
講
座
で
す
。

【
基
本
講
座
】

対
象
�
都
内
在
住
、
在
勤
の
方

／
期
間
�
８
月
２３
日
（
水
）
〜
１０

月
２６
日
（
木
）
ま
で
の
う
ち
の
２０

日
間
／
時
間
�
午
後
６
時
３０
分
〜

８
時
３０
分
／
会
場
�
東
京
都
立
川

労
政
事
務
所
（
立
川
市
曙
町
３
―

７
―
１０
）
／
定
員
�
１
５
０
人

【
専
門
講
座
】

対
象
�
�１
多
摩
労
働
カ
レ
ッ
ジ

基
本
講
座
修
了
者
�２
東
京
都
労
働

大
学
講
座
基
本
講
座
修
了
者
�３
事

業
所
の
人
事
労
務
担
当
者
�４
労
働

組
合
役
員
／
期
間
�
１１
月
２
日

（
木
）〜
２８
日（
火
）の
う
ち
の
８
日

間
／
会
場
�
東
京
都
立
川
労
政
事

務
所
・
東
京
都
立
川
勤
労
福
祉
会

館（
立
川
市
曙
町
３
―
７
―
１０
）／

コ
ー
ス
・
定
員
�
労
働
法（
判
例
）

・
労
使
関
係
コ
ー
ス
、
労
働
経
済

・
人
事
管
理
コ
ー
ス
で
各
４５
人

◇

�問
立
川
労
政
事
務
所
�
０
４
２
・

５
２
２
・
３
１
７
１

●
日
常
使
え
る
英
会
話
講
習
会

日
時
�
９
月
７
日
〜
１１
月
９
日

の
毎
週
木
曜
日
（
全
１０
回
）
／
時

間
�
午
後
６
時
４５
分
〜
８
時
４５
分

／
会
場
�
町
田
商
工
会
議
所
／
講

師
�
桜
美
林
大
学
講
師
・
コ
ー
テ

ニ
・
樋
川
氏
／
受
講
料
�
２
万
円

／
定
員
�
３０
人
／
申
し
込
み
�
電

話
で
町
田
商
工
会
議
所
（
�
７
２

２
・
５
９
５
７
）
へ
。

所得制限基準額表（表１）（単位：千円）

平成１２年９月１日～平成１３年８月３１日

平成１１年中収入（所得）

５人

５，３８１

７，３１２

※基準額を超える方は対象になりません。

※２０歳未満の方は国民健康保険法による世帯主または組合員等の方

の所得です。

※２０歳以上の方は、障害者ご本人の所得です。

４人

５，００１

６，８９０

３人

４，６２１

６，４５２

２人

４，２４１

５，９８０

１人

３，８６１

５，５０４

０人

３，４８１

５，０２８

適 用 期 間

収 入 期 間

扶養親族等の数

基 準 額

給与収入換算額

所
得
制
限
額

負担額表（表２）
市民税非課税の方

・一部負担はありません

・食事代として７６０円

市民税課税の方

・一日につき５３０円（４日目
まで）
※医療費の額によっては５３０
円未満の場合があります
・種類と日数に応じた定額の
薬剤負担があります

・１日につき１２００円
・食事代として７６０円

通院の場合

入院の場合


